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▼
受
験
資
格　

県
内
在
住
の
昭
和
56
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
～
４
級
）

を
有
す
る
方　

▼
募
集
職
種　

一
般
事
務　

▼
募
集
人
数　

７
人　

▼
第
一
次
選
考
日　

10
月
16
日
㈰　

▼
受
験
案
内　

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局

（
さ
い
た
ま
市
）、
県
各
地
域
振
興
セ
ン
タ

ー
な
ど
で
配
布　

※
郵
送
配
布
あ
り　

▼
受
付
期
間　

９
月
16
日
㈮
ま
で　

▼
問
い
合
わ
せ　

同
事
務
局
任
用
審
査
課
☎
０

　

４
８―

８
２
２―

８
１
８
１

▼
受
験
資
格　

昭
和
27
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
大
学
を
卒
業
後
、
民
間
企
業
な
ど
に
お
け

る
職
務
経
験
を
５
年
以
上
有
す
る
方　

②
短
期
大
学
ま
た
は
専
修
学
校
を
卒
業
後
、

民
間
企
業
な
ど
に
お
け
る
職
務
経
験
を
７

年
以
上
有
す
る
方　

③
民
間
企
業
な
ど
に
お
け
る
職
務
経
験
を
９

年
以
上
有
す
る
方  

▼
募
集
職
種
・
人
数 

【
一
般
行
政
】
５
人
、

 

【
設
備
】
５
人
、
【
総
合
土
木
】
５
人  

▼
第
一
次
試
験
日　

９
月
25
日
㈰　

▼
受
験
案
内　

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局

 

（
さ
い
た
ま
市
）、
県
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

な
ど
で
配
布　

※
郵
送
配
布
あ
り　

▼
受
付
期
間　

８
月
15
日
㈪
～
26
日
㈮　

▼
問
い
合
わ
せ　

同
事
務
局
任
用
審
査
課
☎
０

　

４
８―

８
２
２―

８
１
８
１

　

市
で
は
、
少
人
数
学
級
実
施
の
た
め
、
子
ど

も
が
好
き
で
教
え
る
の
が
大
好
き
な
先
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

市
内
の
小
学
校
に
常
勤
す
る
教

諭
…
若
干
名

※
中
学
校
教
員
の
募
集
は
、
９
月
30
日
㈮
か

ら
配
布
予
定
の
第
２
次
募
集
要
項
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
募
集
要
件　

小
学
校
の
教
員
免
許
状
を
お
持

ち
の
方
（
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
当
該

免
許
を
取
得
見
込
み
の
方
も
可
）
で
、
昭
和

51
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

▼
募
集
要
項　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
（
８
月
１
日
㈪
か
ら

可
）。
ま
た
、
学
校
教
育
課
（
産
業
文
化
会

館
３
階
）お
よ
び
人
事
課（
市
役
所
２
階
）

で
も
配
布
し
ま
す
。
郵
送
希
望
の
場
合
は

１
２
０
円
切
手
を
張
り
、
あ
て
先
を
明
記
し

た
返
信
用
の
角
型
２
号
封
筒
を
同
封
の
う
え
、

学
校
教
育
課（
〒
３
６
１―

０
０
５
２ 

行
田

市
本
丸
２―

20
）
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

▼
願
書
締
切　

【
窓
口
受
付
】
９
月
９
日
㈮
午

後
５
時
ま
で 

【
郵
送
受
付
】
９
月
７
日
㈬

消
印
有
効

▼
採
用
試
験　

【
１
次
試
験
】
10
月
１
日
㈯　

【
２
次
試
験
】
12
月
10
日
㈯

▼
任
用
期
間　

平
成
24
年
度
の
１
年
間
（
再
任

用
制
度
あ
り
）

▼
待
遇　

当
市
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
費
負
担

教
職
員
と
同
程
度
の
給
与
・
手
当
を
支
給
し

ま
す
。ま
た
、公
立
学
校
共
済
組
合
埼
玉
支
部
、

㈶
埼
玉
県
教
職
員
互
助
会
に
加
入
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

同
課
学
校
教
育

改
革
担
当
☎
５
５
６―

８
３
１
６

　

市
で
は
、
観
光
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
行
田
市
観
光
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
こ
の
委
員
会
は
、
市
長
か
ら
の
諮
問
を
受

け
、
観
光
資
源
の
開
発
や
観
光
施
設
の
設
置
、

保
護
改
善
お
よ
び
宣
伝
な
ど
、
観
光
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
す
る
機
関
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
幅
広
く
皆
さ
ん
の
意
見
を
施
策

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
満

　

20
歳
以
上
で
、
平
日
昼
間
開
催
す
る
会
議

（
年
３
～
４
回
程
度
）
に
出
席
で
き
る
方
。

た
だ
し
、
次
の
方
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

⑴
応
募
日
現
在
、
す
で
に
本
市
の
審
議
会
な

ど
の
委
員
の
職
に
あ
る
方

⑵
市
職
員
お
よ
び
市
議
会
議
員

▼
応
募
人
数　

２
人

▼
任
期　

委
嘱
し
た
日
か
ら
２
年

▼
応
募
方
法　

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、

職
業
、
電
話
番
号
、
勤
務
先
（
ま
た
は
学
校

名
）
を
明
記
の
う
え
、
市
の
観
光
に
関
す
る

考
え
（
４
０
０
～
８
０
０
字
程
度
）
を
記
入

　

し
た
書
類
（
様
式
自
由
）
を
８
月
15
日
㈪

（
必
着
）
ま
で
に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
【
持
参
・
郵
送
】
〒

３
６
１―

８
６
０
１ 

行
田
市
本
丸
２―

５

行
田
市
商
工
観
光
課　

▼
選
考
方
法　

書
類
審
査
の
う
え
決
定
し
、
結

果
は
全
員
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

同
課
観
光
担
当（
内
線
３
８
２
）

　

こ
の
検
査
は
計
量
法
第
19
条
に
規
定
さ
れ
、

隔
年
で
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、
計
量
器
を
取

引
・
証
明
の
用
途
で
使
用
し
て
い
る
事
業
者

（
事
業
所
）
は
受
検
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
集
合
検
査
】

▼
日
時　

９
月
15
日
㈭
・
16
日
㈮
・
20
日
㈫

　

午
前
10
時
～
正
午
お
よ
び
午
後
１
時
～
３
時

▼
場
所　

市
役
所
西
側
駐
車
場

▼
対
象　

ひ
ょ
う
量
２
５
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下

の
機
械
式
は
か
り

【
巡
回
検
査
】

▼
期
日　

９
月
15
日
㈭
～
12
月
14
日
㈬

▼
受
検
方
法　

戸
別
訪
問
に
よ
る

▼
対
象　

電
気
式
は
か
り
お
よ
び
ひ
ょ
う
量

２
５
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
機
械
式
は
か

り
▼
問
い
合
わ
せ　

埼
玉
県
計
量
検
定
所
☎

０
４
８―

６
５
２―

２
１
７
１
ま
た
は
商
工

観
光
課
振
興
担
当
（
内
線
３
８
３
）

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た

県
職
員
採
用
選
考
を
行
い
ま
す

埼
玉
県
民
間
企
業
等

職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験

浮
き
城
先
生
を
募
集
し
ま
す

行
田
市
観
光
委
員
会
の
委
員
を

募
集
し
ま
す

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

を
行
い
ま
す


